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平
成
二
十
七
年
二
月
の
加
計
学
園
理
事
長
の
総
理
大
臣
官
邸
の
訪
問
の
有
無
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日
に
愛
媛
県
が
参
議
院
予
算
委
員
会
に
提
出
し
た
資
料
で
は
、
「
加
計
学
園
か
ら
の
報
告
等
」
と

し
て
、
平
成
二
十
七
年
の
「
二
／
二
五
に
理
事
長
が
首
相
と
面
談
（
十
五
分
程
度
）
。
理
事
長
か
ら
、
獣
医
師
養
成
系
大
学
空

白
地
帯
の
四
国
の
今
治
市
に
設
置
予
定
の
獣
医
学
部
で
は
、
国
際
水
準
の
獣
医
学
教
育
を
目
指
す
こ
と
な
ど
を
説
明
。
首
相
か

ら
は
「
そ
う
い
う
新
し
い
獣
医
大
学
の
考
え
は
い
い
ね
。
」
と
の
コ
メ
ン
ト
あ
り
。
ま
た
、
柳
瀬
首
相
秘
書
官
か
ら
、
改
め
て

資
料
を
提
出
す
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
」
と
の
記
載
が
あ
る
。

同
月
二
十
二
日
の
記
者
会
見
で
菅
官
房
長
官
は
、
当
時
の
総
理
大
臣
官
邸
へ
の
入
邸
記
録
が
破
棄
さ
れ
て
い
る
た
め
、
面
会

は
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
説
明
し
た
。
記
者
会
見
で
官
房
長
官
は
「
入
邸
記
録
は
業
務
終
了
後
速
や
か
に
廃
棄
さ
れ
る
取
り
扱

い
と
な
っ
て
お
り
、
残
っ
て
い
る
か
調
査
を
行
っ
た
が
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
残
っ
て
い
な
か
っ
た
」
（
「
本
発
言
」
と
い

う
。
）
と
述
べ
た
。
面
会
記
録
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
も
「
な
い
」
と
説
明
し
た
。

本
発
言
に
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
発
言
で
い
う
「
入
邸
記
録
は
業
務
終
了
後
速
や
か
に
廃
棄
さ
れ
る
取
り
扱
い
と
な
っ
て
お
り
、
残
っ
て
い
る
か
調
査
を

行
っ
た
が
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
残
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
入
邸
記
録
が
「
残
っ
て
い
な
か
っ

一



た
」
と
い
う
事
実
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

二

一
に
関
連
し
て
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
五
日
の
総
理
大
臣
官
邸
へ
の
入
邸
記
録
は
全
て
破
棄
さ
れ
て
現
存
し
な
い
と

い
う
理
解
で
よ
い
か
。

三

総
理
大
臣
官
邸
で
は
、
入
邸
手
続
き
を
行
う
警
備
受
付
や
官
邸
内
に
防
犯
カ
メ
ラ
が
複
数
個
設
置
さ
れ
、
常
時
録
画
さ
れ

て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
ビ
デ
オ
デ
ー
タ
で
も
加
計
孝
太
郎
理
事
長
の
入
邸
は
確
認
で
き
な
い
の
か
。
政
府
の
見

解
如
何
。

四

三
に
関
連
し
て
、
当
該
ビ
デ
オ
デ
ー
タ
の
保
存
期
間
は
ど
の
程
度
か
。
か
か
る
デ
ー
タ
は
防
犯
上
の
必
要
か
ら
一
定
期
間

の
保
存
が
な
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
事
実
の
有
無
と
保
存
期
間
は
ど
の
程
度
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

五

本
発
言
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
五
日
に
加
計
孝
太
郎
理
事
長
も
し
く
は
加
計
学
園
関
係
者
が
総
理
大
臣
官
邸
を
訪

問
し
た
事
実
は
否
定
も
さ
れ
な
い
し
肯
定
も
さ
れ
ず
、
要
す
る
に
現
時
点
で
は
当
時
に
遡
っ
て
記
録
上
調
査
で
き
な
い
と
述

べ
て
い
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


